
江府町告示第105号

平成27年12月１日

江府町長 竹 内 敏 朗

第８回江府町議会定例会を下記のとおり招集する。

記

１、期 日 平成27年12月９日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

三 好 晋 也 竹 茂 幹 根 三 輪 英 男

川 上 富 夫 上 原 二 郎 越 峠 惠美子

長 岡 邦 一 田 中 幹 啓 川 端 雄 勇

森 田 智

○応招しなかった議員

な し
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第８回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成27年12月９日（水曜日）

議事日程

平成27年12月９日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 議案第 130号 専決処分した事項の承認について（損害賠償の額の決定）

日程第５ 議案第 131号 江府町の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の制定について

日程第６ 議案第 132号 江府町税条例の一部改正について

日程第７ 議案第 133号 江府町多目的研修集会施設に係る指定管理者の指定について

日程第８ 議案第 134号 江府町山村広場等に係る指定管理者の指定について

日程第９ 議案第 135号 江府町農林業資材保管施設等に係る指定管理者の指定について

日程第10 議案第 136号 江府町特産品等生産加工施設に係る指定管理者の指定について

日程第11 議案第 137号 江府町簡易生産物提供施設に係る指定管理者の指定について

日程第12 議案第 138号 江府町消防施設に係る指定管理者の指定について

日程第13 議案第 139号 江府町瓜菜沢看視舎に係る指定管理者の指定について

日程第14 議案第 140号 江尾診療所レントゲン画像管理システム購入契約の締結について

日程第15 議案第 141号 鳥取県西部広域行政管理組合の共同処理事務及び規約を変更する協議

について

日程第16 議案第 142号 鳥取県西部広域行政管理組合視聴覚ライブラリーの廃止に伴う財産処

分に関する協議について

日程第17 議案第 143号 平成27年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第 144号 平成27年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第２号）

日程第19 議案第 145号 平成27年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補
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正予算（第３号）

日程第20 議案第 146号 平成27年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業

勘定）補正予算（第３号）

日程第21 議案第 147号 平成27年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第 148号 平成27年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）

日程第23 議案第 149号 平成27年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第３号）

日程第24 議案第 150号 平成27年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第25 陳情書の処理について

出席議員（10名）

１番 三 好 晋 也 ２番 竹 茂 幹 根 ３番 三 輪 英 男

４番 川 上 富 夫 ５番 上 原 二 郎 ６番 越 峠 惠美子

７番 長 岡 邦 一 ８番 田 中 幹 啓 ９番 川 端 雄 勇

10番 森 田 智

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 加 藤 泉

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 白 石 祐 治

総務総括課長 瀬 島 明 正 財務担当課長 奥 田 慎 也

人権同和対策担当課長 石 原 由美子 企画情報課長 池 田 健 一

住民課長 山 川 浩 市 福祉保健課長 川 上 良 文
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建設課長 梅 林 茂 樹 農林産業課長 下 垣 吉 正

奥大山まちづくり推進課長 加 藤 邦 樹 教育委員会事務局次長 矢 下 慎 二

教育振興課長 篠 田 寛 子 会計管理者 森 田 哲 也

午前１０時２４分開会

○議長（川上 富夫君） 改めましておはようございます。本日の欠席通告はございません。全員

出席であります。

これより平成２７年第８回江府町議会定例会を開会いたします。

本日の議事日程は、配付のとおりであります。

地方自治法第１２１条の規定により、今期定例会に出席を求めた者は、お手元に配付した報告

書のとおりであります。直ちに議事に入ります。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（川上 富夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、７番、長岡邦一議員、

８番、田中幹啓議員の両名を指名いたします。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（川上 富夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りします。今期定例会の会期は、本日より１２月１５日までの７日間といたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、７日間と決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸般の報告

○議長（川上 富夫君） 日程第３、諸般の報告を行います。初めに、議長報告を行います。

９月議会以降の議会活動は、主な項目を印刷して、お手元に配付のとおりであり、説明を省略

しご覧いただくことでご了承願います。

また、監査委員から各月の例月出納検査の結果報告書及び定期監査報告書が、議長の手元に提

出されております。詳細につきましては、事務局の方でご覧お願いします。
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続いて、町長報告を行います。

町長からの報告事項がありましたら、この際報告をしていただきます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） ９月定例議会以降の行政報告につきましては、お手元に行政報告各課別

をお配りしておりますが、主な事業につきましてのみご報告させていただきたいと思います。

まず、１ページ行政関係でございますが、１１月１８日に全国の町村長大会がございまして、

上京をさせていただきました。そして、全国過疎地域自立促進連盟総会、並びにダム⋞発電関係

市町村全国協議会、国保制度改善強化全国大会それぞれ１６日から２０日間にわたりまして、各

種大会が開催されたところでございます。来年度の予算要求等に含めまして、しっかりと要望を

行わせていただきました。地元選出国会議員等にも懇談を行い要望をいたしたところでございま

す。併せて米子道四車線化期成同盟会の一員といたしましても、国土交通省並びに県⋞地元選出

の国会議員のほうにも要望をさせていただいているところでございます。

次に交通安全でございますが、９月３０日江府中学校におきましてＪＡＦ自転車交通安全講習

会が開催されております。全校生徒約６０名が多目的ホールで講習を受けております。交通事故

に遭わない自転車の安全な利用を勉強したところでございます。また昨日は、防災情報センター

におきまして、伯耆町並びに江府町と合同で高齢者の安全大会が開催されました。約７１名のご

参加の上に、最近多い高齢者の交通事故の安全対策ということで大会が開かれたところでござい

ます。

次に２ページ選挙関係でございますが、１２月２日現在の登録者数でございますが、２，７８

２人ということでございます。

次に防災関係につきましては、毎年実施いたしております１０月の第１日曜「江府町防災の

日」に定めまして訓練をしております。当日は３４集落で１，１７１人にご参加をいただきまし

て、各集落で計画された避難訓練⋞消火訓練、消火栓点検などが行われたところでございます。

重点地区としては尾之上原集落で自衛消防隊、江府町消防団、また消防署、それから江府町赤十

字奉仕団による炊き出し訓練等を拠点として実施をいたしたところでございます。

次に３ページ同和対策関係でございますが、本年度本町５丁目集会所改修工事並びに明道児童

館改修工事を実施いたしております。１０月２日から着工いただきまして、１１月２５日に完成

完了を行ったところでございます。先般先週の日曜日には解放文化祭等も新しくなりました施設

をご利用になりまして開催されたところでございます。
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人権⋞同和教育関係では例年実施しております、小地域懇談会が実施されまして、１０月１３

日から１１月１７日、３９集落３７会場で実施が行われ、３８７名ご参加をいただき「高齢社会

と人権」のテーマで出向者につきましては、延べ１９４名の方にご協力をいただいたところでご

ざいます。

４ページ企画関係でございますが、マイナンバー通知がそれぞれの住民の皆さんに届いている

わけですが、まず職員の説明会ということで研修を、９月１６日、１０月１５日に行ったところ

でございます。次に鳥取⋞岡山県境連携推進協議会がございまして、研修会ということで、「鳥

取⋞岡山の宝の山」というような演題で講演をいただいたところでございます。

次、５ページでございます。戸籍関係でございますが、第６８回全国連合戸籍住民基本台帳事

務協議会総会１０月２１日に東京共立女子学園の講堂で開催されました。過去の職員また現在の

職員併せまして、しっかりとした対応をいただいておりまして、この度法務大臣表彰を受けたと

ころでございます。また、江府町戦没者並びに殉職者慰霊祭を１０月３０日に開催をさせていた

だきました。参列は５３名、たくさんの皆さん、また議員の皆様にもご参列を賜りまして、本年

は神式で３０３柱の冥福を祈らせていただいたところでございます。

６ページ保健関係でございますが、住民の皆さんの健康づくりということで、一生懸命業務を

行っておりますが、特に出張福祉保健講座の開催ということで、それぞれの集落に出掛けて、保

健師、医師なりが出張福祉保健講座を開催しております。またそれぞれ鳥大との連携も実施をい

たしているところでございます。

７ページ国民健康保険運営協議会、１１月２６日に開催をいただいております。また江府町民

生児童委員協議会等も開催をいただいております。また民生児童委員につきましては、若桜町に

交流と研修ということで共通の課題について意見交換も行っていただいております。また、例年

年末に行っていただいておりますが、江府町赤十字奉仕団の慰問品づくりということで、８０歳

以上の一人暮らし約８０世帯に慰問品を手作りマフラーですか、作られて配布されておるところ

でございます。

９ページでございます、地域振興交流でございます。例年実施しております、関西交流会、西

ノ島町交流を実施いたしたところでございます。また西ノ島にお邪魔をしたり、ＪＡまつりでは

西ノ島からご参加をいただくというような交流を進めておるところでございます。また奥大山古

道ウォーク２０１５ということで、１１月７日に参加者８７名、スタッフ２６名ということで下

蚊屋のご協力、また御机集落の皆さんのご協力をいただいて実施がなされているところでござい

ます。また例年実施しております、早稲田のＡｉＴｉｅ江府町スタディーツアー２０１５が９月
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６日から１２日の間、特に尾之上原との集落交流を中心に実施をされております。

自然保護関係では、鏡ヶ成湿原保全ということで１１月５日、１２日に湿原の保全作業として

小低木除去、草刈り等を行っていただいているところでございます。

次に、１０ページ農業振興関係ですが、第１３回日野川源流米コンテストin大阪の開催の実施

を本年もされているところでございます。特に第１７回米⋞食味分析鑑定コンクール国際大会が

１１月２２日、２３の２日間石川県小松市において開催をされたところでございます。全国から

５，０００点を超える出品がなされていますが、江府町からは２８点出品をいただき、江府小学

校も６年連続出品しております。その中の環境王国部門で、芦立喜明さんが金賞に入賞されてお

るところでございます。

次に１１ページ畜産関係でございますが、平成２７年度鳥取県畜産共進会の開催がなされたと

ころでございます。越峠さんが一区で優等賞６席をおさめられておるところでございます。

林業振興では、とっとり共生の森における森林保全活動１０月２４日俣野⋞助澤地区の「ごう

ぎんの森⋞奥大山」におきまして、山陰合同銀行の職員また家族の皆さん１２０名が参加され、

森林保全活動を実施されております。また観光関係では、「奥大山⋞紅葉情報」が更新２０回と

いうことでございます。アクセス数が５５，０２０件というような、たくさんのアクセスをいた

だいておるところでございます。そして１０月３１日には、初めての実験でございましたが、大

山環状道路自動車利用適正化社会実験、つまり一般マイカーを規制し、バスで奥大山スキー場か

ら桝水を経由し大山寺までの社会実験を行ったところでございます。今、色々アンケート等も取

っておりまして、今後の状況については、取りまとめが行われているところでございます。本日

午後には一部取りまとめの状況を西部総合事務所からご報告においでになるというふうに聞いて

いるところでございます。来年度以降についての検討協議ということになろうと思いますが、プ

ラスの面良かったよという面と、なかなか厳しい、そしてバス代の料金の問題等、色々課題もあ

ったようにお聞きしているところでございます。それから奥大山美味いもん祭りを１１月３日、

奥大山スキー場で実施をいたしました。西ノ島からの参加をいただきまして、今年は２１店舗た

くさん増えていただきまして、来場者たくさんのお客さんにおいでいただきました。５，０００

名というようなカウントをしているようでございますが、本当に賑わいの大きい美味いもん祭り

になったんではないかというふうに思っておるところでございます。

また観光施設といいますか、江府町市民農園カサラファームにつきましては、ご承知いただき

ますように、協力隊ということで管理者に来ていただきました。色々と交流会を開いていただい

たり、努力をしていただいております。運営審議会にもご相談をしながら、やっているところで
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ございます。今後に期待をしていきたいというふうに思っているところでございます。またエバ

ーランド奥大山のレストラン営業は従来、町商工会を通じまして営業者を選定しておりましたが、

今までおかもとさんの方にお世話になっておりましたけど、今年からは株式会社ドリームさんの

方にお願いをしていくような形になっておるところでございます。いよいよ１９日にスキー場開

きを行います。雪の状況は心配ではございますけど、順調な冬期間の営業が出来ればというふう

に思っているところでございます。

索道関係につきましては、一応、施設搬器等も取付が行われまして、降雪による状況で１９日

以降対応が出来るようにということで、準備は整えたところでございます。

建設関係につきましては、上京しておりますが全国の道路利用者会議など、色んな大会が開催

されまして、役職もいただいておりますので出席をしております。特に１１月８日には、三の沢

砂防堰堤の竣工式を開発センターで実施を行ったところでございます。三の沢砂防につきまして

は、現在の所、中国一の堰堤を誇っておりまして、３００ｍ以上の大きなものでございます。国

からは砂防部長さんがお出でになりますし、広島からは整備の関係の職員さん多数おいでになり

ます。賑やかに竣工式が出来たと思っております。また併せて、日野町江府町日南町衛生施設組

合の汚泥再生処理センター、２９年度にかけて事業転換していくようにしておりますが、起工式

が清化園の方で実施を１１月１０日にされたとこでございます。１６億程度の大規模事業でござ

います。順調に進むことを願っているところでございます。

１４ページになりますが、学校教育でございますけれども、１１月２１日に江府小学校で学習

発表会が開催されます。江府中学校でも同じように文化祭が開催され、子供達も今までの学習成

果の発表があったところでございます。また保育園では年長児の和太鼓、日野川子ども太鼓と申

しておりますけども、各種イベント等を含めまして沢山の行事にも参加をいただいているところ

でございます。今後１１月には、お楽しみ会ということで計画されておりますので、お時間の都

合が付けば見てやっていただければ、幸いだというふうに思うところでございます。

また社会教育関係では、９月１２日は江府小で防災学習ということで、児童４８名が参加をし

て消防署なり江府町消防団の皆さんのご協力を得て、色々消防車の試乗とか操法見学などを行っ

ておるところでございます。また社会教育関係におきましては、文化祭１０月３１日から１１月

８日まで実施をいただきまして、作品展示また団体個人の展示が５８０点の展示をされていると

ころでございますし、１１月７日には舞台発表もなされております。１７団体ということでござ

います。また１１月１４日には、婚活イベント『恋活in奥大山』が開催をされまして、１９名の

参加があったようになっております。当日は２組のカップルが誕生したというふうにご報告があ
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ったところでございます。最終的にと思いますけども、成果で出来た出来ないという議論よりも、

やっぱりこういう機会というものを、やっぱり続けていく必要があろうと思います。まち⋞ひと

⋞しごとの総合戦略の中にも、やはりこういう婚活ということもどんどんやっていかなければ、

機会を作っていくという積極的な対応は必要だろうというふうに思っているところでございます。

その他、スポーツ大会等も予定通り実施をいただいたところでございます。簡単ですけども、以

上報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 只今の報告について、ご質問があればお受けいたします。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので、日程第３、諸般の報告を終わります。

⋞ ⋞

日程第４ 議案第１３０号 から 日程第１７ 議案第１４３号

○議長（川上 富夫君） 日程第４、議案第１３０号、専決処分した事項の承認についてから、日

程第１７、議案第１４３号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号）まで、

以上１４議案を一括議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 専決処分した事項について、議案第１３０号につきましては、議会の権

限に属する軽易な事項として指定された事項であり、地方自治法第１８０条第１項の規定により

専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでありま

す。

議案第１３０号、専決処分した事項の承認について（損害賠償の額の決定）本案は、平成２７

年１０月１７日に江府町大字吉原地内の火災現場において、職員の運転する公用車が、黒坂警察

署の車と衝突事故を起こしたため、損害賠償金として４４１，７７７円を支払うものであります。

職員の起こしました事故につきましては、大変申し訳なくお断りを申し上げるところでございま

す。今後職員は、公務上運転につきましての指導をしっかりしてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。

次に議案第１３１号、江府町の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について。本案

は、平成２８年１月１日の個人番号の利用の開始にあわせ、市町村の事務における個人番号の利
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用範囲並びに特定個人情報の提供について定めるものであります。地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により議会の議決を得たく提案いたすものであります。

議案第１３２号、江府町税条例の一部改正について。本案は、「行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律」の改正で、マイナンバーに利用する法人等の定義

が決まりましたので、それに関連した条項を改正するものです。地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を得たく提案いたすものであります。

議案第１３３号、江府町多目的研修集会施設に係る指定管理者の指定について。本案は、町内

各集落の集会施設２９施設の指定管理が、平成２８年３月３１日を以って満了となるため、あら

ためて、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間、各集落の区長、自治会

長のみなさんを指定管理者として指定いたすものであります。

議案第１３４号、江府町山村広場等に係る指定管理者の指定について。本案は、町内各集落の

広場⋞公園等の施設１１施設について、平成２８年３月３１日を以って指定管理が満了となるた

め、あらためて、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間、各集落の区長、

自治会長のみなさんを指定管理者として指定いたすものであります。

議案第１３５号、江府町農林業資材保管施設等に係る指定管理者の指定について。本案は、町

内各集落の資材保管施設、農機具保管施設など１２施設について、平成２８年３月３１日を以っ

て指定管理が満了となるため、あらためて、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日まで

の１０年間、各集落の区長、自治会長のみなさんを指定管理者として指定いたすものであります。

議案第１３６号、江府町特産品等生産加工施設に係る指定管理者の指定について。本案は、柿

原集落にあります「柿原高齢者生きがい炭焼き窯」施設について、平成２８年３月３１日を以っ

て指定管理が満了となるため、あらためて、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日まで

の１０年間、柿原集落の区長さんを指定管理者として指定いたすものであります。

議案第１３７号、江府町簡易生産物提供施設に係る指定管理者の指定について。本案は、深山

口の集落にあります深山口簡易生産物提供施設「トンボハウス」について、平成２８年３月３１

日を以って指定管理が満了となるため、あらためて、平成２８年４月１日から平成３８年３月３

１日までの１０年間、深山口集落の区長さんを指定管理者として指定いたすものであります。

議案第１３８号、江府町消防施設に係る指定管理者の指定について。本案は、美女石集落をは

じめとして町内３集落にあります消防施設について、平成２８年３月３１日を以って指定管理が

満了となるため、あらためて、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間、

各集落の区長、自治会長のみなさんを指定管理者として指定いたすものであります。
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議案第１３９号、江府町瓜菜沢看視舎に係る指定管理者の指定について。本案は、瓜菜沢放牧

場の看視舎について平成２８年１月３１日をもって指定管理が満了となるため、あらためて平成

２８年２月１日から平成３３年１月３１日までの５年間、瓜菜沢放牧場管理組合 組合長を指定

管理者として指定いたすものであります。以上、議案第１３３号から議案第１３９号までの「指

定管理者の指定」７件につきましては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の

議決を得たく提案いたすものであります。

議案第１４０号、江尾診療所レントゲン画像管理システム購入契約の締結について。本案は、

江尾診療所レントゲン画像管理システム購入を行うため、鳥取医療器株式会社米子営業所と契約

を締結いたすものであります。地方自治法第９６条第１項第８号及び江府町議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を得たく提案いたす

ものであります。

議案第１４１号、鳥取県西部広域行政管理組合の共同処理事務及び規約を変更する協議につい

て。本案は、鳥取県西部広域行政管理組合で運営されています視聴覚ライブラリーの平成２７年

度末での廃止、ならびに、それにともない鳥取県西部広域行政管理組合規約を一部変更するもの

です。地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を得たく提案いたすものであります。

議案第１４２号、鳥取県西部広域行政管理組合視聴覚ライブラリーの廃止に伴う財産処分に関

する協議について。本案は、平成２７年度末をもって鳥取県西部広域行政管理組合視聴覚ライブ

ラリーが廃止されることに伴う財産処分に関する協議であります。財産処分につきましては、組

合において管理するもの、組合を組織する市町村へ譲与するもの、不用の決定をするものとして

整理しております。地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を得たく提案するものであ

ります。

議案第１４３号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第４号）。本案は、平

成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額にそれぞれ１，５１０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ３４億７，８０６万８千円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳出につきましては、総務費１，４７４万７千円の増額。民生費

１２４万１千円の減額。衛生費３３１万円の増額。労働費７８万２千円の減額。農林水産業費５

４１万９千円の減額。商工費３０万５千円の増額。土木費３０５万３千円の増額。消防費８０万

６千円の増額。教育費５８万３千円の増額。災害復旧費２３２万５千円の増額。諸支出金４１１

万４千円の増額。予備費６７０万１千円の減額でございます。

歳入につきましては、分担金及び負担金９０万４千円の増額。国庫支出金３９万円の増額。県
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支出金４９３万３千円の減額。財産収入２１４万４千円の増額。寄付金３９８万７千円の増額。

諸収入９９０万８千円の増額。町債２７０万円の増額。

以上により補正予算を編成いたしました。地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会

の議決を得たく提案いたすものであります。

なお、内容の詳細につきましては、主管課長より説明いたさせますのでお聞き取りの上、ご審

議、ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（川上 富夫君） 日程に従い、議案第１３０号から議案第１４３号まで、順次各所管課長

より議案の詳細説明を求めます。

瀬島総括課長。

○総務総括課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第１３０号、専決処分した事項の承認に

ついて損害賠償の額の決定についてご説明をいたします。

まず初めに、このような損害賠償事故を起こしましたことにつきまして、深くお詫び申し上げ

るところでございます。処分に対しましては、交通安全にしっかり気を付けるように徹底してま

いりたいと思います。よろしくお願いいたします。では、説明の方に入らせていただきます。本

案は、平成２７年１０月１７日に江府町大字吉原地内での草火災の現場におきまして、公用車で

現場に向かいました職員が黒坂警察署の車両に衝突し、相手車両に損害を負わせたものでござい

ます。早期に車両の修繕を行う必要がございましたので、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より専決処分を出しましたので同条第２項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでござ

います。１枚おはぐりくださいませ。専決処分書のほうを添付いたしております。１枚おはぐり

いただきまして、事故の詳細を記載しております。損害賠償額が４４１，７７７円でございます。

なお、全額町村会の保険の方で対応するものでございます。

続きまして、議案第１３１号、江府町の行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につい

てご説明を申し上げます。１枚おはぐりくださいませ。条例の条文を付けておりますけども、ま

ず、この条例の制定の趣旨につきましてご説明をさせていただきたいと思います。このたびの番

号法では、個人番号及びその個人番号を含んだ個人情報、特定個人情報と言っておりますけども、

その利用について厳しい規定を設けておりまして、その利用範囲を社会保障や税、防災に関する

分野のうち法律に定めてあるもの、それに限定をしてきております。ただし、市町村で行う社会

保障や税に関する事務は国が謳っている事務だけではございません。県や町村独自で様々なサー

ビスを行うために、それぞれ個人番号、特定個人情報を利用する必要がある事務が出てまいりま
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す。番号法はそうした市町村独自の事務、独自利用事務と言っておりますけども、そうした事務

で個人暗号や特定個人情報を利用する場合には、条例できちんとその利用範囲を定めるように求

めております。この条例は、その番号法の規定に基づき定めるものでございます。条例の内容に

ついて触れていきたいと思います。まず、第１条でございますが、目的等、番号法の規定に基づ

き必要な事項を定めるとしております。第２条、定義におきましては、この条文に出てまいりま

す４つの用語につきまして、それぞれ定義をしているものでございます。第３条、町の責務でご

ざいますが、個人番号、特定個人情報を取り扱う上での町の責務について規定しておるところで

ございます。第４条からが、番号法で求められております、町の具体的な独自利用事務について

規定したものになります。具体的には、表にしておりますので、議案の３ページ４ページの方を

ご覧いただければと思います。３ページの別表第１それから別表第２、それから次のページ別表

第３、それらが町の方の独自利用事務として規定いたすものでございます。特定個人情報の運用

にあたり、この利用範囲を厳格に定めて、特定個人情報の保護に努めるために本条例を制定する

ものでございます。なお、施行につきましては、番号法の施行に合せて、平成２８年１月１日か

らといたすものでございます。地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を得た

く提案をいたすものでございます。ご審議ご承認を賜りますようよろしくお願いをいたします。

○議長（川上 富夫君） 奥田財務担当課長。

○財務担当課長（奥田 慎也君） 議案第１３２号、江府町税条例の一部改正についてでございま

す。１枚おはぐり下さい。この条例改正は、国のマイナンバー制度におきます行政手続きにおけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、法人番号を使用する法

人の定義を追加するものでございます左側の方が改正後、右側の方が改正前ということで、条例

を整備させてもらっております。左側の方の改正後の方でございます、第３６条の第２の９、ア

ンダーラインが引っ張ってあります、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下町

民税について同じ。という具合に追加をさせてもらっております。この条例につきまして、第６

３条の２の第１項、第８９条の２の第２項、第１３９条の３の第２項１号について、この法人の

定義を追加いたしております。ご審議の上、ご承認を賜りますようによろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 瀬島総務総括課長。

○総務総括課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第１３３号、江府町多目的研修集会施設

に係る指定管理者の指定についてご説明させていただきたいと思います。１枚おはぐり下さいま

せ。本案は、町内の各集落の集会施設２９施設につきまして、指定管理の期間が来年、平成２８

－１３－



年３月３１日をもちまして満了となるために、あらためて各集落の区長、自治会長のみなさんを

指定管理者と指定いたすものでございます。１ページそれから、はぐっていただきますと２ペー

ジの方に表を付けております。江府町全体で２９施設が対象になるものでございます。指定管理

の期間は平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間でございます。

続きまして、議案第１３４号、江府町山村広場等に係る指定管理者の指定についてでございま

す。本案は、町内の各集落の広場⋞公園などの施設１１施設につきまして、これも同じく指定管

理の期間が、来年の３月３１日をもって満了となるために、あらためて各集落の区長、自治会長

のみなさんを、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間、指定管理者とし

て指定いたすものでございます。１枚おはぐりいただきますと、対象となる広場等の施設をあげ

ております。尾乃上原山村広場をはじめとしまして、全部で１１施設ございます。

続きまして、議案第１３５号、江府町農林業資材保管施設等に係る指定管理者の指定について

ご説明を申し上げます。本案も町内の各集落にございます資材保管施設⋞農機具保管施設など１

２施設につきまして、指定管理の期間が来年３月３１日をもって満了となるために、あらためて

各集落の区長、自治会長のみなさんを指定管理者として指定いたすものでございます。１枚おは

ぐりくださいませ。今回対象となります資材保管施設等の１２施設をあげております。池ノ内資

材保管施設をはじめとしまして、全部で１２施設でございます。指定管理の期間は、同じく平成

２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの１０年間でございます。

続きまして議案第１３６号、江府町特産品等生産加工施設に係る指定管理者の指定についてご

説明申し上げます。１枚おはぐりくださいませ。本案は、柿原集落にございます「柿原高齢者生

きがい炭焼き釜」こちらの方につきまして、同じく来年の３月３１日が指定期間の満了となりま

すために、柿原集落の区長さんを指定管理者として、平成２８年４月１日から平成３８年３月３

１日までの１０年間、指定管理者として指定いたすものでございます。

続きまして、議案第１３７号の方をお願いいたします。江府町簡易生産物提供施設に係る指定

管理者の指定についてでございます。１枚おはぐりくださいませ。江府町簡易生産物提供施設の

指定管理者を次のように指定するということで深山口簡易生産物提供施設、通称トンボハウスと

言っておりますが、そちらの方の指定管理を行うものでございます。こちらも来年３月３１日指

定管理が満了するためにあらためて深山口集落の区長さんを指定管理者として、平成３８年３月

３１日までの１０年間、指定いたすものでございます。

続きまして、議案第１３８号をお願いいたします。江府町消防施設に係る指定管理者の指定に

ついてでございます。１枚おはぐりくださいませ。本案は、町内の集落にございます消防施設、
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具体的にはここの表にあげております。美女石にございます、久連消防コミュニティーセンター、

それから佐川集落にございます佐川ポンプ格納庫、尾上原集落の尾上原ポンプ格納庫、消防３施

設につきまして、同じく来年３月３１日が指定管理の満了となります。あらためてそれぞれの集

落の区長さん、自治会長さんを指定管理者として、平成３８年３月３１日までの１０年間指定い

たすものでございます。

次、議案第１３９号をお願いいたします。江府町瓜菜沢看視舎に係る指定管理者の指定につい

てでございます。こちらの方は、瓜菜沢放牧場の方にございます看視舎につきまして、こちらの

方は指定管理の期間が来年の１月３１日でございます。１月３１日をもって満了となりますため

に、あらためて瓜菜沢放牧場管理組合を、指定管理者として指定いたすものでございます。１枚

おはぐりくださいませ。施設の名称が、江府町瓜菜沢看視舎、指定管理者となる団体が瓜菜沢放

牧場管理組合 組合長 加藤愛敬 様でございます。指定期間は、平成２８年２月１日から平成

３３年１月３１日までの５年間でございます。以上、議案第１３３号、江府町多目的研修集会施

設に係る指定管理者の指定についてから先程の議案第１３９号、江府町瓜菜沢看視舎に係る指定

管理者の指定についてまでの７議案につきましては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より議会の議決を得たく提案いたすものでございます。ご審議ご承認賜りますようよろしくお願

いをいたします。

○議長（川上 富夫君） 川上福祉保健課長。

○福祉保健課長（川上 良文君） 議案第１４０号、江尾診療所レントゲン画像管理システム購入

契約の締結についてご説明申し上げます。１枚おはぐりください。１．契約の目的、江尾診療所

レントゲン画像管理システム購入契約、２．契約の方法、指名競争入札、３．契約金額、１，０

４７万６千円、４．契約の相手方、米子市旗ケ崎２丁目７番２１号鳥取医療器株式会社 米子営

業所 所長 原 義典でございます。説明は以上でございます。ご審議、ご承認賜りますようよ

ろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 池田企画情報課長。

○企画情報課長（池田 健一君） 議案第１４１号、鳥取県西部広域行政管理組合の共同処理事務

及び規約を変更する協議についてご説明を申し上げます。議案を２枚おはぐりください。添付し

ております規約の新旧対照表をご覧ください。本案は、西部広域行政管理組合で運営しておりま

す、視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関する事務の廃止に伴います規約変更で、内容は

別表中第３条関係の第６項になります６号を削除し、第７項を第６項とし、その他を繰り上げる

ものでございます。附則といたしまして、施行期日を平成２８年４月１日からとしております。
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ご審議いただきご承認を賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第１４２号、鳥取県西部広域行政管理組合視聴覚ライブラリーの廃止に伴う

財産処分に関する協議についてご説明いたします。議案を２枚おはぐりいただき、添付しており

ます別紙、財産処分に関する調書をご覧ください。本案は、鳥取県西部広域行政管理組合視聴覚

ライブラリーの廃止に伴い、不用となります財産処分について協議させていただくもので、処分

方法を３つに区分しております。まず、組合において管理するものにつきましては、教材等を一

般備品として２年間保管し、保管期間中は引き続き貸出業務を継続するものでございます。次に、

組合を組織する市町村へ譲与するものにつきましては、不用と決定した教材等のうち構成市町村

で引き取り希望のあるものにつきましては、希望する市町村に無償譲渡するものでございます。

不用の決定をするものにつきましては順次廃棄をいたすものでございます。ご審議いただき、ご

承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 奥田財務担当課長。

○財務担当課長（奥田 慎也君） 議案第１４３号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町一般会計補

正予算（第４号）でございます。この補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，

５１０万を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億７，８０６万８千円といたす

ものでございます。１枚おはぐりください。第１表の歳入に関します事項でございます。款の分

担金及び負担金でございます、９０万４千円の増額でございます。７０番国庫支出金でございま

す。３９万円の増額でございます。７５番県支出金でございます。４９３万３千円の減額でござ

います。８０番の財産収入でございます。２１４万４千円の増額でございます。寄付金でござい

ます。３９８万７千円の増額でございます。諸収入でございます。９９０万８千円の増額でござ

います。町債でございます。２７０万円の増額でございます。歳入合計が３４億７，８０６万８

千円でございます。１枚おはぐりください。歳出でございます。総務費でございます。１，４７

４万７千円の増額でございます。民生費１２４万１千円の減額。衛生費３３１万円の増額。労働

費７８万２千円の減額。農林水産業費５４１万９千円の減額。商工費３０万５千円の増額。土木

費３０５万３千円の増額。消防費８０万６千円の増額。教育費５８万３千円の増額。災害復旧費

２３２万５千円の増額。諸支出金４１１万４千円の増額。予備費６７０万１千円の減額でござい

ます。歳出の合計が３４億７，８０６万８千円でございます。１枚おはぐりください。別表第２

地方債補正でございます。過疎対策事業債でございます。補正前は、２億２，２２０万円でござ

いましたけれども２７０万円増額いたしまして、２億２，４９０万円といたすものでございます。

その他の債権につきまして補正はございません。計が３億５，１８３万５千円から３億５，４５
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３万５千円の増額になるものでございます。以降事項別明細書を添付しておりますので、お読み

いただきましてご審議の上ご承認を賜りますようによろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

⋞ ⋞

日程第１８ 議案第１４４号 から 日程第２４ 議案第１５０号

○議長（川上 富夫君） 続きまして日程第１８、議案第１４４号、平成２７年度鳥取県日野郡江

府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）から日程第２４、議案第１５０号、

平成２７年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）まで

以上７議案を一括議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議案第１４４号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会

計（事業勘定）補正予算（第２号）。

本案は、既定の予算総額４億４，５００万２千円内で組み換えをいたすものであります。

歳出で補正いたします内容は、共同事業拠出金４７万５千円を減額し、保険給付費⋞高額療養

費に組み替えを行うものであります。

議案第１４５号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正予

算（第３号）。本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１０２万２千円を減額補正し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ２億５，１４８万６千円といたすものです。

補正いたします主な内容は、歳入では、款５．診療報酬を３１５万３千円減額、町債を２００

万円増額、これは医療機器購入に伴い事業債を増額補正いたすものであります。歳出において主

なものは、総務費を２８０万７千円減額、医業費を２１１万３千円増額、これは医科電子カルテ

導入に伴い他の医療機器を連携させるよう改修するものであります。

議案第１４６号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補

正予算（第３号）。

本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１，８３３万８千円を減額補正し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ５億８，４５５万５千円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入においては、支払基金交付金を６１０万４千円減額、国庫支

出金を５９３万３千円減額補正いたすものです。これは介護報酬引き下げ改定による減額と介護
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施設利用者の若干の減少によるものであります。歳出における主なものは、保険給付費２，１８

０万円の減額、諸支出金８４５万円の増額補正でございます。これは平成２６年度国県還付金に

よるものであります。

議案第１４７号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第３号）。

本案は、既定の予算総額８，６４７万３千円内での組み替えをいたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳出につきまして、索道管理費の共済費を５２万円、賃金を３７

４万７千円増額補正いたすものであります。また、それに伴い委託料を４２６万７千円減額し調

整いたすものであります。

議案第１４８号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６６５万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億２，２９０万３千円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入につきましては、繰入金３５５万３千円、町債３１０万円増

額いたすものであります。歳出につきましては、水道施設整備費で江尾水道の修繕料、第２共同

の井戸の掘削を行うもので６６５万３千円増額いたすものであります。地方債の補正ですが各事

業債の限度額を１，９８０万円増額し、９，６５０万円といたすものであります。

議案第１４９号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６１万９千円を増額し、歳入歳出の総額をそ

れぞれ１億４，７２２万５千円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入につきましては、雑入の移転補償費を６１万９千円増額いた

すものであります。歳出につきましては、公課費を４３万５千円減額、施設整備費の移転補償費

を１１３万６千円増額いたすものであります。

議案第１５０号、平成２７年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ５３万円を増額し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ８，２３０万７千円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳

入につきましては、分担金を５３万円増額いたすものであります。歳出につきましては、総務管

理費の修繕料を４５万８千円増額いたすものであります。以上、特別会計補正予算７議案につき

ましては、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を得たく提案するものであ

ります。ご審議ご承認賜りますようお願い申し上げます。なお、主管課長の詳細説明につきまし

ては、省略をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。
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⋞ ⋞

日程第２５ 陳情書の処理について

○議長（川上 富夫君） 日程第２５、陳情書の処理についてを議題といたします。

受理した陳情書は、お手元に配りました請願陳情文書表のとおりです。

おはかりいたします。陳情第８号は総務経済常任委員会に付託し、会期中の審査とすることに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって、陳情１件は、総務経済常任委員会に付

託することに決しました。会期中の審査をお願いします。

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

これをもって散会とします。どうも御苦労さまでした。

午前１１時２６分散会
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